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パ
パ
・
マ
マ
教
室
に
つ
い
て

児
童
扶
養
手
当
と
特
別
児
童

扶
養
手
当
て
に
つ
い
て

（
健
康
福
祉
課
）

【
児
童
扶
養
手
当
】

　

父
ま
た
は
母
と
生
計
を
同
じ
く
し

て
い
な
い
児
童
を
養
育
し
て
い
る
方

に
対
し
、
支
給
さ
れ
る
手
当
で
す
。

○
支
給
の
対
象
と
な
る
児
童

◆
父
母
が
離
婚
し
た
児
童

◆
父
ま
た
は
母
が
死
亡
し
た
児
童

◆
父
ま
た
は
母
が
政
令
で
定
め
る
障

害
の
あ
る
児
童

◆
父
ま
た
は
母
が
生
死
不
明
な
児
童

◆
父
ま
た
は
母
が
１
年
以
上
遺
棄
し

て
い
る
児
童

◆
父
ま
た
は
母
が
裁
判
所
か
ら
の
Ｄ

Ｖ
保
護
命
令
を
受
け
た
児
童

◆
父
ま
た
は
母
が
１
年
以
上
拘
禁
さ

れ
て
い
る
児
童

◆
母
が
婚
姻
に
よ
ら
な
い
で
生
ま
れ

た
児
童

◆
母
が
児
童
を
懐
胎
し
た
当
時
の
事

情
が
不
明
で
あ
る
児
童

※
た
だ
し
、
次
の
よ
う
な
場
合
に
は

手
当
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま

せ
ん
。

・
公
的
年
金
（
遺
族
年
金
や
障
害
者

年
金
等
）
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
る
と
き
。

・
遺
族
補
償
等
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
る
場
合
。

○
手
当
の
額

　

月
額　

４
１
，
１
４
０
円
（
対
象

児
童
１
人　

全
部
支
給
の
場
合
）
児

童
数
に
よ
り
加
算
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
受
給
資
格
者
及
び
同
居
の

家
族
等
の
所
得
に
よ
り
手
当
の
一
部

又
は
全
部
の
支
給
が
制
限
さ
れ
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。

【
特
別
児
童
扶
養
手
当
】

　

精
神
、
知
的
ま
た
は
身
体
障
害
等

に
あ
る
20
歳
未
満
の
児
童
を
家
庭
で

養
育
し
て
い
る
方
に
支
給
さ
れ
ま

す
。
た
だ
し
、
手
当
を
受
け
る
た
め

に
は
申
請
が
必
要
で
す
。

○
手
当
の
額

　

請
求
者
及
び
同
居
の
家
族
等
の
所

得
に
よ
り
手
当
の
全
部
が
支
給
停
止

に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

○
お
問
い
合
わ
せ　

　

健
康
福
祉
課　

社
会
福
祉
Ｇ

　☎
（84）
０
０
０
６
（
直
通
）

２　　級 １　　級

月額３３，３３０円 月額５０，０５０円

身体障害者手帳
　おおむね 3 級程度

（内部疾患は例外があります）
療育手帳
　おおむね B 程度

身体障害者手帳
　おおむね 1･2 級程度

（内部疾患は例外があります）
療育手帳
　おおむねⒶ ･A 程度

※手帳の交付を受けていなくても、上記と同程度の
　障害があれば手当を請求できます。

生
産
数
量
目
標
配
分
説
明
会

の
開
催
に
つ
い
て

（
産
業
課
）

　

平
成
26
年
度
の
生
産
数
量
目
標
配

分
説
明
会
に
つ
い
て
、
昨
年
度
同
様
に

中
央
公
民
館
で
開
催
い
た
し
ま
す
。

　

詳
細
に
つ
い
て
は
、
回
覧
等
で
お

知
ら
せ
し
ま
す
の
で
ご
確
認
く
だ
さ

い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　

産
業
課　

地
域
産
業
Ｇ

　☎
（84）
２
５
８
２
（
直
通
）

自
動
車
ナ
ン
バ
ー
は
住
民

登
録
と
あ
わ
せ
ま
し
ょ
う

（
町
民
税
務
課
）

　

自
動
車
税
は
県
の
重
要
な
財
源
と

な
っ
て
い
ま
す
。

　

茨
城
県
に
転
入
さ
れ
た
方
は
、
所

有
し
て
い
る
自
動
車
の
ナ
ン
バ
ー
を

県
内
の
ナ
ン
バ
ー
（
水
戸
、
土
浦
、

つ
く
ば
）
に
変
更
い
た
だ
き
ま
す
よ

う
、
お
願
い
し
ま
す
。

○
登
録
に
関
す
る
お
問
い
合
わ
せ

　

土
浦
自
動
車
検
査
登
録
事
務
所

　

☎
０
５
０（
５
５
４
０
）２
０
１
８

○
納
税
に
関
す
る
お
問
い
合
わ
せ

　

茨
城
県
筑
西
県
税
事
務
所

　

☎
０
２
９
６

（24）
９
１
９
０

道
路
工
事
の
実
施
に
つ
い
て

（
建
設
環
境
課
）

　

町
道
の
補
修
工
事
を
次
の
と
お
り

実
施
し
ま
す
。
工
事
期
間
中
は
通
行

止
め
等
で
大
変
ご
迷
惑
を
お
か
け
し

ま
す
が
、
ご
理
解
ご
協
力
を
よ
ろ
し

く
お
願
い
し
ま
す
。

町
道
１
８
４
０
号
線
道
路
補
修
工
事

○
工
事
期
間　
３
月
中
旬
ま
で

○
工
事
箇
所　
元
栗
橋
地
内

○
施
工
業
者　
㈱
阪
東
組

○
お
問
い
合
わ
せ　

　

建
設
環
境
課　

建
設
都
市
計
画
Ｇ

　

☎
（84）
３
３
４
７

実相院

樋田橋

元栗橋

墓地

（
健
康
福
祉
課
）

　

町
で
は
、
元
気
な
赤
ち
ゃ
ん
が
生

ま
れ
育
つ
よ
う
、
ま
た
妊
娠
中
の
生

活
が
不
安
な
く
過
ご
せ
る
よ
う
に
パ

パ
・
マ
マ
教
室
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

お
友
だ
ち
づ
く
り
の
場
と
し
て
も
、

ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

○
日
時
・
内
容

　
１
日
目　
２
月
13
日
㈭

　
午
前
９
時
30
分
～
11
時

　
講
話
「
妊
娠
中
の
過
ご
し
方
」
、

 

「
乳
幼
児
揺
さ
ぶ
ら
れ
症
候
群
に
つ

　
い
て
」
、
血
圧
測
定

　
２
日
目　
２
月
18
日
㈫

　
午
前
９
時
30
分
～
11
時
10
分

　
講
話
「
妊
娠
中
の
栄
養
に
つ
い
て
」、

　
「
妊
娠
中
の
歯
の
衛
生
」、
子
守
唄
、

　
血
圧
測
定

　
３
日
目　
２
月
22
日
㈯

　
午
前
９
時
30
分
～
正
午

　

ビ
デ
オ
鑑
賞
「
赤
ち
ゃ
ん
・
こ
の

　

す
ば
ら
し
き
生
命
」
、
お
ふ
ろ
の

　

入
れ
方
実
習
、
母
乳
相
談
、
血
圧

　
測
定

○
受
付
時
間　

　
午
前
9
時
15
分
～
９
時
30
分

○
対
象
者　
町
内
在
住
の
妊
婦
及
び

　
そ
の
家
族

○
お
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ

　

２
月
10
日
㈪
ま
で
に
お
申
し
込
み

　
く
だ
さ
い
。

　
（
た
だ
し
、
土
・
日
・
祝
日
を
除
く
）

　
保
健
セ
ン
タ
ー　
☎

（84）
１
９
１
０


